
奈良県柔道連盟行事における役員の服装と出席について

１ 本連盟の行事における役員の服装は、全日本柔道連盟指定の審判服及びそれに準ずる服

装を着用する（黒色のブレザー、グレーのズボン、白色のカッターシャツ、黒色か紺色

系の靴下、指定のネクタイ）。

２ 審判員でライセンス資格取得者は、規定のエンブレムを付ける。

３ 夏期（６～９月）の上衣は、半袖とする。空調施設のある会場では、ネクタイを着用す

るが、詳細については大会申し合わせ事項とする。

４ 本連盟が主催及び共催する大会においても、別途申し合わせ事項があれば、この限りで

はない。

５ 本連盟の行事に出席した役員は、本部席に用意された出席カードに必要事項を各自で記

入し、速やかに本部席に提出し、それぞれ担当の任務につく。出席カードの提出をもっ

て出席とするが、引率だけで行事運営に携わらない場合には出席扱いにしない。

６ 盗難防止には特に注意し、貴重品・財布等は、各加盟団体の責任者が保管し事故防止に

当たる。事故等についての責任は、奈良県柔道連盟は一切負わない。
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